
平成19年６月橋本市議会定例会会議録（第６号）の２ 

平成19年６月22日（金） 

                                          

                                      

（午前９時48分 開議）                      

○議長（中上良隆君）おはようございます。 ○議長（中上良隆君）これより本日の会議を

開きます。  ただ今の出席議員数は24人で全員でありま

す。 

                                         

○議長（中上良隆君）ただ今から永年在職議員に対し、市長から表彰を行います。 

 局長。 

○議会事務局長（浦木 博君）中上良隆殿。 

○市長（木下善之君）（表彰状朗読） 

（表彰状授与）（拍手） 

○議長（中上良隆君）局長。 

○議会事務局長（浦木 博君）それではここでご報告を申し上げます。 

 去る６月19日開催の第83回全国市議会議長会定期総会におきまして、中上議長は同会表彰

規程により表彰を受けられております。 

 

○議会事務局長（浦木 博君）また、上田順康前議員におきましては、同表彰並びに同会評

議員として感謝状の贈呈がありましたことをご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

 

○議長（中上良隆君）以上で、永年在職議員表彰並びに報告を終わります。 

                                         

○議長（中上良隆君）この際報告いたします。

市長から平成19年６月19日付、橋総第39号を

もって追加議案２件が送付されております。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において３番 富岡君、24

番 中西健君の２人を指名いたします。 

 次に、経済建設委員会委員長 清水君から

平成19年６月18日付をもって議案１件が、次

に、議員 富岡君ほか１名から、平成19年６

月20日付をもって、議案１件が提出されまし

た。議案はお手元に配付いたしております。 

                     

 日程第２ 議案第９号 市道の認定につい

て 

○議長（中上良隆君）日程第２ 議案第９号 

市道の認定について を議題といたします。 

                      本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名  経済建設委員会委員長 ６番 清水君。 

○議長（中上良隆君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

〔６番（清水信弘君）登壇〕 

○６番（清水信弘君）去る６月14日の本会議

において本委員会に付託された議案第９号 
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市道の認定についてを審査するため、６月18

日に委員会を開催し、慎重審査の結果、全会

一致で原案のとおり可決すべきものと決しま

したので、以下、その概要を報告いたします。 

 議案第９号は国道371号道路改築事業に伴

い、地元要望により市脇病院線から国道24号

へ乗り入れとして建設した市脇区内２号線、

丸石木材住宅株式会社による開発により建設

され、橋本市が帰属を受ける新畑９号線、橋

本市民生部同和事業課及び橋本市同和対策部

地域改善課が農林業同和対策事業で建設した

小林池線、平池線、大林河瀬線及び西中新田

線、以上の６路線を新たに市道として認定す

るものであり、委員会は先に現地に赴き、調

査の後審査を行いました。 

 委員から、農林業同和対策事業関連で整備

した道路の市道認定に伴う交付税算入額につ

いてただしがあり、18年度普通交付税の算定

基準により、幅員が4.5ｍ以上の路線はｍ当た

り1,046.5円、また2.5ｍ以上4.5ｍ未満の路線

はｍ当たり1,255.8円。さらに面積分として、

幅員4.5ｍ以上の路線で㎡当たり92.8円。2.5

ｍ以上4.5ｍ未満の路線は、㎡当たり65.0円で

の算定となる。同和対策事業関連の４路線の

道路延長分で総額124万2,928円となるとの答

弁がありました。 

 以上、よろしくご審査お願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第９号 市道の認定につい

て を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第３ 請願第１号 高野口小学校の全

面建て替えに関する請願につい

て 

○議長（中上良隆君）日程第３ 請願第１号 

高野口小学校の全面建て替えに関する請願に

ついて を議題といたします。 

 ただ今議題となりました本件に関し、文教

厚生委員会委員長から、委員会において審査

中の事件につき会議規則第104条の規定によ

りお手元に配付しました申し出書のとおり、

閉会中の継続審査の申し出があります。 

 閉会中の継続審査に付することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長申し出のとおり閉会中の継

続審査に付することに決しました。 
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